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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。開催の有
無や詳しい情報は、お問い合わせください（発熱や咳などの風邪症状がある場合、参加を控えていただきますようお願いします）。

お知らせ みんなで応援！
ひこねカタログチョイス事業
申込締切は 10月末日まで

　新型コロナウイルス感染症の影
響で低下した購買意欲や営業活動
の活性化を図ることを目的として、
6 月 1 日時点で市内に住民登録が
ある全世帯に商品カタログと市民
全員に、1 人当たり 2,000 円相当

（送料等の経費を含む）の商品または
飲食券をお届けする引換申込書を
配布しています。
※ 10 月 31 日㈯（当日消印有効）ま
でに申し込みがなかった場合は無
効となります（申し込みの際に費用は
発生しません）。商品カタログ、引換
申込書が届いていなければご連絡
ください（送付先は市内の住所地に限
ります）。
問 地域経済振興課
☎ 30-6119　FAX 24-9676

マイナンバーカード交付
休日開庁日

 10 月 25 日㈰ 9：30 ～ 13：00
（受付 9：30 ～ 12：30）　
問 市民課☎ 30-6111　FAX 22-1398

国民年金保険料の
免除・納付猶予をしている人へ
追納制度をお勧めします

　「申請免除制度」「法定免除制度」
「学生納付特例制度」などの、保険
料免除・納付猶予などを受けた期
間は、年金の受給資格期間に算入
されますが、受け取る年金額は保
険料を全額納付した場合より少な
くなります。
　追納制度は、10年以内であれば、
遡
さかのぼ

って保険料を納付することがで
きるものです。承認を受けた期間
の年度から起算して、３年度目か
らは、当時の保険料に加算金がつ
きます。
申請方法 住民登録をしている市区
町村役場の国民年金担当窓口（彦根
市の場合：保険年金課、支所・各出張所）
または彦根年金事務所で手続きを
してください。
問 保険年金課
☎ 30-6136　FAX 22-1398

お知らせ

Jアラートの
全国一斉情報伝達試験

　消防庁から国民保護情報が発信
された場合、情報を瞬時に伝達す
る「全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）」を利用した全国一斉情報伝達
試験が行われます。
　市でも、市有 71 施設の館内放送
やエフエムひこね（78.2MHz）のラ
ジオ放送、同報系屋外放送設備など
を使用して情報伝達試験を実施し
ます（実際の緊急情報ではありません）。

 10 月 7 日㈬ 11：00
※放送される施設など、詳しくは彦
根市ホームページをご覧ください。
　市のメール配信システムに登録
するとＪアラートの情報をメール
で入手できます。J アラートの他に
災害情報なども配信していますの
で、未登録の人は登録をお願いし
ます（右下の QR コード：読み取り後、
空メールを送信してください）。
問 危機管理課
☎ 30-6150
FAX 23-1777

彦根商店街振興㈱の商品券の
利用を 10月末で終了します

　お早めに取り扱い加盟店でご利
用ください。

問 彦根商店街振興株式会社
☎ 22-7303

法務局で自筆証書遺言書の
保管ができます

　7 月から、自筆証書遺言書保管
制度が始まりました。遺言書の紛
失や改ざんを防止することができ、
家庭裁判所の検認も不要になりま
す。
￥ 遺言書の保管の申請 1 通につき
3,900 円
申 電話か専用ホームページ（QR
コード）
問 大津地方法務局
彦根支局
☎ 22-0291

10 月 1日から
最低賃金は 1時間 868円

　滋賀県最低賃金は、常用・パー
トなど雇用形態を問わず、県内の
事業所に雇用される全ての労働者
に適用されます（特定産業には、特定

（産業別）最低賃金が定められています）。
最低賃金は、賃金の最低額を保障
するとともに、労働条件の改善に
重要な役割を果たしています。
問 彦根労働基準監督署
☎ 22-0654　FAX 26-0241
滋 賀 労 働 局 賃 金 室 ☎ 077-522-
6654　FAX 077-522-6625

ワンコインで 1日乗り放題！
近江鉄道全線乗車キャンペーン

　近江鉄道沿線市町と県では、近
江鉄道の利用促進を図るため、全
線で利用できる「ワンコインスマ
イルきっぷ」を、数量限定で販売
しています。

 11 月 3 日（火 · 祝）までの金・
土・日曜日、祝日
対 近江鉄道線の利用者
￥ 大人 500 円、 小児 100 円
他 近江鉄道有人駅窓口、電車内で
販売しています（なくなり次第終了）。
問 東近江市都市整備部公共交通政
策課
☎ 0748-24-5658

滋賀県労働委員会労働相談会

　労使間トラブル（退職・解雇・パワ
ハラ・セクハラなど）の解決方法につ
いて、労働相談会を開催します。

 10 月 10 日㈯
13：00 ～ 16：00
場 滋賀県消費生活センター（元町）
定 3 人（組）（先着順）
申 10 月 9 日㈮ 17：00 までに電
話
問 滋賀県労働委員会
☎ 077-528-4473

中小企業退職金共済制度

　この制度は、 中小企業のための
国の退職金制度です。掛け金助成
や税法上の優遇が受けられます。
短時間労働者のための特例掛金月
額もあります。
対 加入企業：条件を満たしている
中小企業
※詳しくはお問い合わせください。
問 （独）勤労者退職金共済機構　
中小企業退職金共済事業本部
☎ 03-6907-1234
FAX 03-5955-8211

建設業退職金共済制度

　この制度は、 建設業を営む事業
主の皆さんが、 労働者の働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を
共済手帳に貼り、 その労働者が建
設業界で働くことをやめたときに、
建設業退職金共済から退職金を支
払うという、業界全体での退職金
制度です。
対 加入事業者：建設業を営む人
対象労働者：建設業の現場で働く
人
※詳しくはお問い合わせください。
問 （一社）滋賀県建設業協会
☎ 077-522-3232
FAX 077-522-7743

対 ▶市内在住・在勤の 20 歳以上　
　 ▶市内の自治会や市民活動団体など（団体の場合は代表者２人以内）
定 各施設４人（団体）（先着順）
※彦根市男女共同参画センター「ウィズ」のみ３人（団体）
面談時間 19：00 ～ 21：00（ウィズのみ 19：00 ～ 20：30）
※１人（団体）当たり 20 分程度

申 電話か直接窓口
他 市長と参加者との面談の様子は、写真撮影・録音の上、原則彦根市ホー
ムページで公開します。マスクの着用をお願いします。
問 まちづくり推進室☎ 30-6117　FAX 22-1398

巡回市長室

稲枝支所                   10月16日㈮　　10月1日㈭〜同13日㈫
旭森地区公民館　　　 10月22日㈭　　10月5日㈪〜同19日㈪
河瀬地区公民館　　　 10月30日㈮　　10月13日㈫〜同27日㈫
鳥居本地区公民館　　 11月  6日㈮　　10月20日㈫〜11月2日㈪
男女共同参画センター「ウィズ」　11月13日㈮　　10月27日㈫〜11月10日㈫
高宮地域文化センター　 11月17日㈫　　10月30日㈮〜11月12日㈭

場所 日程 申込期間

国勢調査票は届きましたか

　10 月 1 日㈭現在で、国勢調査が
全国一斉に実施されています。調
査へのご回答をお願いします。
回答期限 10 月 7 日㈬
▶できる限りインターネットでご
回答ください（24 時間回答できます）。
▶ 10 月 1 日を過ぎても調査票が
届かない場合
は、お問い合
わせください。
問 企画課
☎ 30-6101　
FAX 22-1398

10 月 19日㈪〜同 25日㈰
行政相談週間

　行政相談委員は、皆さんの身近
な相談相手として、国の事務やそ
の手続き、サービス（国道・一級河
川・年金・健康保険・雇用保険など）な
どに関する苦情などの相談を受け
付け、助言や関係行政機関に対す
る通知などを行っています。相談
は無料で秘密は厳守します。

【彦根市の行政相談委員】
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▶定例の行政相談
 毎月第２月曜日（1月のみ第2火曜日）

13：00 ～ 15：00
場 大学サテライト・プラザ彦根（大
東町）（12 月は稲枝支所）
申 まちづくり推進室で当日受付
▶巡回行政相談

 10 月 20 日㈫ 13:00 ～ 15:00
場 亀山出張所 

 11 月 17 日㈫ 13:00 ～ 15:00
場 高宮出張所 
申 各会場で当日受付
▶行政なんでも相談所

 10 月 19 日㈪
受付 13:00 ～ 15:30
場 大学サテライト・プラザ彦根
問 まちづくり推進室
☎ 30-6117　FAX 22-1398


